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尖
閣
諸
島
沖
で
我
が
国
の
海
上
保
安
船
に
衝
突
し
起
訴
猶
予
処
分
を
受
け
て
い
た
中
国
漁
船
船
長
に
対
す
る
検

察
審
査
会
の
議
決
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

昨
年
九
月
七
日
、
尖
閣
諸
島
周
辺
に
侵
入
し
た
中
国
漁
船
が
、
我
が
国
の
海
上
保
安
庁
巡
視
船
に
衝
突
す
る
事
件
が
起
き

た
。
右
を
受
け
、
同
月
八
日
、
石
垣
海
上
保
安
部
は
同
漁
船
の
�
其
雄
船
長
を
公
務
執
行
妨
害
の
容
疑
で
逮
捕
し
た
も
の
の
、

同
月
二
十
四
日
、
那
覇
地
方
検
察
庁
の
鈴
木
亨
次
席
検
事
は
、
そ
の
�
船
長
を
処
分
保
留
と
し
て
釈
放
す
る
こ
と
を
発
表
し

た
。
�
船
長
は
翌
二
十
五
日
午
前
一
時
半
過
ぎ
に
釈
放
さ
れ
、
中
国
政
府
の
チ
ャ
ー
タ
ー
機
で
帰
国
し
た
。
右
に
つ
き
、
那
覇

検
察
審
査
会
は
本
年
四
月
十
八
日
、
「
不
起
訴
は
不
当
で
、
起
訴
を
相
当
と
す
る
」
と
の
議
決
（
以
下
、
「
議
決
一
」
と
い

う
。
）
を
し
た
。
右
に
つ
き
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
七
第
一
八
四
号
）
で
は
「
検
察
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
に
お
い
て
『
検
察
審
査
会
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
。
』
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
、
お
尋
ね
は
、
検
察
審
査
会
の
判
断
に
つ
い
て
の
評
価
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
答
弁
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た

い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
審
査
会
は
七
月
二
十
一
日
、
�
船
長
に
対
し
、
強
制
起
訴
す
べ
き
と
の
議
決

（
以
下
、
「
議
決
二
」
と
い
う
。
）
を
下
し
た
。
右
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
議
決
二
」
に
対
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。

一



二

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
議
決
一
」
の
後
、
中
国
側
か
ら
我
が
国
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
見
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実

は
あ
る
か
、
ま
た
逆
に
、
我
が
国
か
ら
中
国
側
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
見
を
伝
え
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ

ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
中
国
側
か
ら
は
、
御
指
摘
の
『
議
決
』
に
対
す
る
関
心
表
明
が
あ
っ
た
が
、
日
本
側
か
ら
、

中
国
側
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
見
を
伝
え
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
の
「
関
心
表
明
」

と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

三

二
の
「
関
心
表
明
」
は
、
中
国
側
の
誰
か
ら
外
務
省
の
誰
に
対
し
て
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
も
の
か
。

四

二
の
「
関
心
表
明
」
の
報
告
は
、
外
務
本
省
に
対
し
て
公
電
で
の
報
告
は
な
さ
れ
て
い
る
か
。

五

「
議
決
二
」
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
中
国
側
か
ら
二
の
「
関
心
表
明
」
の
よ
う
な
、
何
ら
か
の
意
見
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う

事
実
は
あ
る
か
。
ま
た
逆
に
、
我
が
国
か
ら
中
国
側
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
見
を
伝
え
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

六

国
家
の
定
義
如
何
。

七

「
議
決
一
」
並
び
に
「
議
決
二
」
も
含
め
、
検
察
審
査
会
が
判
断
を
下
す
こ
と
は
、
国
家
の
行
為
に
該
当
す
る
か
。

八

我
が
国
に
お
い
て
、
政
府
内
で
日
本
国
家
の
意
向
を
対
外
的
に
代
表
し
、
伝
え
る
職
責
を
負
う
機
関
は
ど
こ
か
。
右
は
、

外
務
省
で
あ
る
と
理
解
し
て
間
違
い
は
な
い
か
。

二



九

外
務
省
は
中
国
側
に
対
し
、
「
議
決
二
」
を
伝
達
す
る
意
志
は
あ
る
か
。

十

九
で
あ
る
の
な
ら
、
い
つ
そ
れ
を
行
う
考
え
で
い
る
の
か
。

十
一

「
議
決
二
」
が
下
さ
れ
て
か
ら
、
実
際
に
公
判
が
開
か
れ
る
に
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
の
か

説
明
さ
れ
た
い
。
起
訴
状
の
謄
本
が
今
後
二
カ
月
以
内
に
被
告
人
で
あ
る
�
船
長
に
送
達
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
承
知

す
る
が
、
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。

十
二

外
務
省
と
し
て
、
実
際
に
公
判
が
開
か
れ
る
よ
う
、
中
国
側
へ
の
働
き
か
け
を
は
じ
め
、
今
後
ど
の
よ
う
な
対
応
を

と
っ
て
い
く
考
え
で
い
る
の
か
、
明
確
に
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


